
 

分科会で検討したものの各府省と合意に至らなかった事項 

及び継続協議とした事項 [グリーンイノベーション分野] 
 

（注）本資料は、 

・「規制・制度改革に関する分科会第一次報告書」（平成 22 年６月 15 日行政刷新会議

報告）中の「今後の検討項目（問題提起）」として列挙されている事項 及び 

・「規制・制度改革に関する分科会第二次報告書」（平成 23 年７月 21 日行政刷新会議

報告）中の「各府省と合意に至らなかった項目及び東日本大震災のため継続協議とし

た項目」として列挙されている事項 

を抜粋したものである。 

 

【グリーンイノベーション分野】 

＜第二次報告書より抜粋＞ 

・民有林における開発許可の見直し①  

・事業系一般廃棄物の３Ｒ促進 

・一般廃棄物処理業の許可取得の柔軟化 

・企業グループでの産業廃棄物の自ら処理の促進 

・関連性の強い複数排出事業者の連携による３Ｒの促進 

・船舶・鉄道輸送による静脈物流の効率化 

・汚泥の脱水施設等における廃棄物処理法適用範囲の明確化 

・広域認定・家電リサイクル法大臣認定の簡素化 

・リサイクル品の活用促進① 

・リサイクル品の活用促進② 

・バイオマスの利活用促進 

・特別管理産業廃棄物処理業の許可の産業廃棄物処理業の許可包含 

・処理委託契約書の簡素化 

・マニフェスト報告制度の適用猶予の再開 

・欠格要件の見直し 

・廃棄物統計の見直し 

・浄化槽の法定検査の見直し 
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